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第34回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、当社第34回定時株主総会につきましては、下記の通り開催いたします

ので、ご通知申し上げます。

　なお、インターネット等または書面により事前に議決権を行使することがで

きますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６月24日

（水曜日）午後６時00分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し

上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子

提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下

の各ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のいずれかのウェブサイトに

アクセスのうえ､ご確認くださいますようお願い申し上げます。

　（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「IR情報

　メニュー」「株主総会関連資料」を順に選択いただき、ご確認ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「エ

スリード」又は「コード」に当社証券コード「8877」を入力・検索し、「基本

情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招

集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

敬　具
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１．日 時 2026年６月25日(木曜日）午前10時
２．場 所 大阪市北区天満橋一丁目８番50号

帝国ホテル大阪　５階　吉野の間
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください)

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １.第34期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報

    告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連
    結計算書類監査結果報告の件
２.第34期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算
　  書類報告の件

決 議 事 項
　　第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
　　第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
　　第３号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する

退職慰労金贈呈の件

４. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
インターネット等または書面により議決権を行使することができますので、
可能な限り、インターネット等または書面による事前の議決権行使をお願い
申し上げます。
（１）インターネット等により議決権を行使される場合には、後述の「イン
　　ターネット等による議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、2026年６月
　　24日（水曜日）午後６時00分までに行使してください。

（２）書面による議決権行使の場合には、本招集ご通知とあわせてお送りす
　　る議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年６月
　　24日（水曜日）午後６時00分までに到着するようご返送ください。

（３）書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に
　　対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り
　　扱いいたします。

（４）インターネット等と書面により、重複して議決権を行使された場合は
　　にインターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいた
　　します。また、インターネット等により複数回数､またはパソコン･スマ
　　ートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたもの
　　を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以　上

（ご案内）当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申し上げます。

　　　　　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサ
イトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

　　　　　本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措
置事項を記載した書面をお送りいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了

承いただきますようお願い申し上げます。

１. 議決権行使ウェブサイトについて

　　　インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウ

　　　ェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

　　　　　議決権行使ウェブサイトアドレス　https://www.web54.net

２. 議決権行使の方法について

（１）パソコンをご利用の方

　　　上記アドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された

　　　「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に

　　　従って議案に対する賛否をご入力ください。

（２）スマートフォンをご利用の方

　　　同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェ

　　　ブサイトログインＱＲコード」※を読み取りいただくことにより、「議決

　　　権行使コード」及び「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権

　　　行使ウェブサイトから議決権を行使できます。

　　　なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度Ｑ

　　　Ｒコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及

　　　び「パスワード」を入力いただく必要があります。

　　　※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

（３）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者

　　　の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

（４）パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、

　　　議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。
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３. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

（１）パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するため

　　　の重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

（２）パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワード

　　　の再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

（３）議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有

　　　効です。

４. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

　本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、

　下記にお問い合わせください。

　三井住友信託銀行株式会社　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル

　［電話］　0120（652）031　（受付時間　9:00～21:00）

５. 議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）

　機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する

　「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行

　っていただくことも可能です。
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（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）
事　業　報　告

１. 企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、円安が続く為替状況とそれに伴う

物価上昇、中東情勢等の地政学的リスクの高まりによる原材料価格の高騰、

米国の通商政策等に注視が必要な状況が継続しているものの、雇用・所得環

境の改善や高い水準にある企業収益などの要因により、緩やかな回復基調で

推移しました。

　当社グループの属する不動産業界においては、用地代・建築コストの値上

がりに伴う不動産販売価格の上昇及び高止まりが続いているものの、堅調な

インバウンド需要や円安の長期化を背景に、国内外の投資家の投資意欲は依

然として高い水準を維持しております。一方で、住宅市場については、政府

による継続的な各種支援制度等が継続されているものの、開発コストの高騰

や施工体制の制約等の影響により、住宅建設は弱含みの状況となっておりま

す。

　当社グループは創業当初のマンション専業体制から事業領域を着実に拡大

し、現在では「真の総合不動産会社」としての確かな基盤を構築しておりま

す。当社グループは、マンションをはじめ、商業施設、事業施設、ホテル、

オフィスビル等、多様な不動産アセットを対象とした事業を展開しており、

大阪・関西万博（Expo 2025 Osaka）のシンガポールパビリオン建設、ラウ

ンドワン三宮駅前店の取得、冷凍冷蔵倉庫やヘルスケア関連施設の開発、ホ

テル開発、オフィスビル取得などを手掛けることで、商業・事業施設分野や

総合建設分野へと事業領域を拡充してまいりました。
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金　額（千円） 構成比（％）

不 動 産 販 売 事 業 86,594,361 74.1

そ の 他 30,326,431 25.9

合　　　　計 116,920,792 100.0

　これらの結果、当社は創業以来最高の売上高・経常利益・親会社株主に帰

属する当期純利益を達成しました。連結売上高は1,169億20百万円（前期比

23.4％増）、連結営業利益は185億２百万円（前期比27.2％増）、連結経常

利益は163億95百万円（前期比19.2％増）、親会社株主に帰属する当期純利

益は111億71百万円（前期比19.7％増）となりました。

　当社グループは、経営目標の達成状況を判断するための客観的な指標とし

て経常利益を採用しています。当連結会計年度における経常利益の実績は

163億95百万円となり、期初に公表した業績予想の160億円を上回ることがで

きました。

　セグメントごとの経営成績は次のとおりです。

１）不動産販売事業

　不動産販売事業においては、当社の強みである個人法人顧客や国内外の機

関投資家等を対象にした充実した出口戦略を活かした結果、おおむね計画通

りに推移し、外部顧客への売上高865億94百万円（前期比31.8％増）、セグ

メント利益は132億84百万円（前期比16.0％増）となりました。

２）その他事業

　既存のマンション周辺事業においては、外部顧客への売上高は303億26百

万円（前期比4.4％増）、セグメント利益は59億36百万円（前期比10.8％

増）となりました。

② 設備投資の状況

　当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、３億60百万円であ

ります。

　その主な内容は、電力供給事業における太陽光発電設備の取得（１億

42百万円）であります。
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借 入 額 返 済 額

85,390,200千円 55,256,912千円

③ 資金調達の状況

　当連結会計年度中の借入による資金調達の状況は、次のとおりでありま

す。

借入金

区　分
第31期

(2023年３月期)

第32期
(2024年３月期)

第33期
(2025年３月期)

第34期
(当連結会計年度)

(2026年３月期)

売 上 高(百万円) 79,913 80,286 94,765 116,920

経 常 利 益(百万円) 9,368 11,346 13,748 16,395

親会社株主に
帰 属 す る
当 期 純 利 益

(百万円) 6,147 7,518 9,330 11,171

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益(円) 398.40 487.27 604.74 724.06

総 資 産(百万円) 135,867 168,954 227,029 268,501

純 資 産(百万円) 60,965 66,873 73,460 81,549

１株当たり純資産額(円) 3,951.19 4,334.08 4,761.07 5,285.38

(ご参考)
期末発行済株式数(千株)

15,465 15,465 15,465 15,465

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　当社の親会社は、森トラスト株式会社で、同社は、当社の株式8,289千

株（議決権比率53.91％）を保有しております。

　当社は、親会社との間で不動産売買取引を行っております。
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会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

(千円) (％)
エ ス リ ー ド 建 物
管 理 株 式 会 社

10,000 100.0
マンションの管理事業

エスリード賃貸株式会社 10,000 100.0 マンションの賃貸管理事業

綜 電 株 式 会 社 90,000 100.0 電力供給事業

イー･エル建設株式会社 200,000 100.0 建設・リフォーム事業

エ ス リ ー ド
リアルティ株式会社

10,000 100.0 不動産の仲介･買取再販事業

エスリードハウス株式会社 10,000 100.0 戸建分譲事業

デジメーション株式会社 10,000 100.0 デジタルマーケティング事業

エ ス リ ー ド ホ テ ル
マネジメント株式会社

10,000 100.0 宿泊施設の運営・管理事業

エスリード・アセット
マネジメント株式会社

10,000 100.0 不動産証券化事業

エスリードアパートメント
株 式 会 社

10,000 100.0 アパート開発・販売事業

Ｅクリーンアップ株式会社 10,000
100.0
（※）

マンション･ビルの清掃事業

南都ビルサービス株式会社 10,000
100.0
（※）

ビルメンテナンス事業

② 親会社との重要な財務及び事業の方針に関する契約等

　　　　2012年２月23日付で森トラスト株式会社との間で、資本業務提携契約を

締結しております。当社と森トラスト株式会社は、本提携を通じて、当社

と同社が相互に経営ノウハウを提供することにより、国内におけるマンシ

ョンの企画・開発・販売等を協力して推進し、両社の企業価値向上を図る

ことを目的としております。

③ 重要な子会社の状況

(注）議決権比率欄の※印は、間接保有を含んでおります。
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(4) 対処すべき課題

　当社は「不動産業界をリードする（real EState LEAD）」という想いのも

と、1992年５月に設立された総合不動産会社です。経営理念として「総合デ

ベロッパーとして。都市と住まいの未来を見据えて。」を掲げ、その事業領

域はマンション開発のみならずホテル事業や総合建設業、太陽光発電事業な

ど多岐にわたります。

　今後、用地取得原価・建築原価の上昇が見込まれることから、物件の特性

を把握したうえで、物件ごとに保有期間をコントロールしながら適切な時期

に販売するとともに、販売方法として個別分譲、一棟販売を的確に見極める

ことによって利益の最大化を図ってまいります。

　また、当社の成長戦略として、創業以来の良質なマンション供給体制を着

実に成長させ、マンション周辺事業を更に拡大充実させます。そして総合不

動産事業の積極的な拡大成長を推し進め、更なる発展と社会貢献を目指して

まいります。

　なお、中東情勢等を背景とした資材価格及び供給動向については、引き続

き注視が必要な状況にありますが、2027年３月期引渡予定物件については、

概ね竣工済みであることから、業績予想への影響は限定的であると見込んで

おります。

　加えて、2028年３月期以降引渡予定の物件の用地取得も順調に進んでおり

ます。

　私たちは、これからもエスリードグループ一体となって、総合不動産会社

として永続的に成長し、皆様に幸せをお届けしてまいります。

(5) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）

　当社グループは、当社及び子会社12社により構成されており、事業はマン

ションの開発分譲を中心として、マンションの管理事業、賃貸関連事業、電

力供給事業、建設・リフォーム事業、不動産の仲介・買取再販事業、戸建分

譲事業、宿泊施設の運営・管理事業、不動産証券化事業、デジタルマーケテ

ィング事業、マンション・ビルの清掃事業、ビルメンテナンス事業、アパー

ト事業等を行っております。
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名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

本社 大阪市福島区

福岡支店 福岡市中央区

名古屋支店 名古屋市中区

東京支店 東京都千代田区

北海道支店 札幌市中央区

名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

エスリード建物管理株式会社 大阪市北区

エスリード賃貸株式会社 大阪市北区

綜電株式会社 大阪市北区

イー･エル建設株式会社 大阪市北区

エスリードリアルティ株式会社 大阪市福島区

エスリードハウス株式会社 大阪市北区

デジメーション株式会社 大阪市福島区

エスリードホテルマネジメント株式会社 大阪市北区

エスリード・アセットマネジメント株式会社 大阪市福島区

エスリードアパートメント株式会社 大阪市福島区

Ｅクリーンアップ株式会社 大阪市北区

南都ビルサービス株式会社 奈良市大宮町

(6) 主要な営業所（2026年３月31日現在）

① 当社

② 子会社

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

476名（743名） 57名増（38名増）

(7) 使用人の状況（2026年３月31日現在）

　企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業員数であります。

２. 臨時従業員数は、（　）内に当連結会計年度末人員を外数で記載しております。

３. 臨時従業員には準社員、嘱託社員、派遣社員及びパートタイマーを含んでおりま

す。
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借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 14,267百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 12,065

株 式 会 社 り そ な 銀 行 11,190

(8) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

（注）上記のほか、株式会社三井住友銀行を主幹事とする計14行からのシン

ジケートローンによる借入金（総額7,800百万円）、株式会社三井住友

銀行を主幹事とする計３行からのシンジケートローンによる借入金

（総額1,393百万円）、株式会社三井住友銀行を主幹事とする計３行か

らのシンジケートローンによる借入金（総額720百万円）、株式会社三

井住友銀行を主幹事とする計６行からのシンジケートローンによる借

入金（総額1,478百万円）、株式会社三井住友銀行を主幹事とする計６

行からのシンジケートローンによる借入金（総額1,176百万円）、株式

会社三菱UFJ銀行を主幹事とする計５行からのシンジケートローンによ

る借入金（総額2,600百万円）、株式会社りそな銀行を主幹事とする計

３行からのシンジケートローンによる借入金（総額1,424百万円）、株

式会社りそな銀行を主幹事とする計３行からのシンジケートローンに

よる借入金（総額1,162百万円）、株式会社りそな銀行を主幹事とする

計３行からのシンジケートローンによる借入金（総額966百万円）、株

式会社りそな銀行を主幹事とする計３行からのシンジケートローンに

よる借入金（総額982百万円）があります。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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① 発行可能株式総数 61,862,400株

② 発行済株式の総数 15,465,600株

③ 株主数 39,775名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

森 ト ラ ス ト 株 式 会 社 8,289千株 53.72％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

803千株 5.21％

荒 牧 杉 夫 309千株 2.01％

Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 日 興 証 券 株 式 会 社 209千株 1.36％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ）

120千株 0.78％

S T A T E  S T R E E T  B A N K  A N D
T R U S T  C O M P A N Y  5 0 5 0 0 1

67千株 0.43％

JP MORGAN CHASE BANK 385642 48千株 0.31％

D F A  I N T L  S M A L L  C A P

V A L U E  P O R T F O L I O
43千株 0.29％

Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 43千株 0.28％

増 岡 英 男 42千株 0.27％

２. 会社の現況

(1) 株式の状況（2026年３月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（36,274株）を控除して計算しております。

－ 12 －



(2) 新株予約権等の状況

① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の

状況（2026年３月31日現在）

　該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の

状況

　該当事項はありません。

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 荒 牧 杉 夫

専 務 取 締 役 井 上 祐 造 管理本部長

専 務 取 締 役 戸 井 幸 治 事業本部長

専 務 取 締 役 大 場 健 夫 営業本部長

常 務 取 締 役 毎 熊 正 徳 事業副本部長

常 務 取 締 役 藤 野 正 明
エスリード建物管理株式会社　代表取締
役社長

取 締 役 小 倉 大 輔 営業副本部長

取 締 役 大 城 元 樹 営業副本部長

取 締 役 名 倉 　 功 事業副本部長

取 締 役 半 田 智 之 森トラスト株式会社常務執行役員

取 締 役 大 石 歌 織
北浜法律事務所・外国法共同事業パート
ナー
株式会社PALTAC社外取締役
東和薬品株式会社社外取締役（監査等委
員）

取締役(監査等委員) 米 津 　 均 米津税務会計事務所所長

取締役(監査等委員) 石 川 宗 隆  税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研代表社員

取締役(監査等委員) 廣 瀬 主 嘉 梅田中央法律事務所共同代表

(3) 会社役員の状況

① 取締役の状況（2026年３月31日現在）
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会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取締役(監査等委員） 柴 田 直 子 柴田直子公認会計士事務所代表

中山福株式会社社外取締役

ローツェ株式会社社外監査役

（注）１. 取締役大石歌織氏、取締役（監査等委員）米津均氏、石川宗隆氏、廣瀬主嘉氏及び柴

田直子氏は、社外取締役であります。

　　　２．取締役大石歌織氏は、弁護士の資格を有しております。

　　　３．取締役（監査等委員）廣瀬主嘉氏は、弁護士の資格を有しております。

４. 取締役（監査等委員）米津均氏、石川宗隆氏及び柴田直子氏は、以下のとおり、財務

及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・米津均氏は、税理士の資格を有しております。

・石川宗隆氏は、公認会計士の資格を有しております。

・柴田直子氏は、公認会計士の資格を有しております。

５. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた

組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、

常勤の監査等委員を選定しておりません。

６. 当社は、取締役大石歌織氏、取締役（監査等委員）米津均氏、石川宗隆氏、廣瀬主嘉

氏及び柴田直子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し､同取引所

に届け出ております｡

７．2025年6月26日開催の第33回定時株主総会終結の時をもって、白濵実雄氏は監査等委

員である取締役を辞任いたしました。これに伴い、廣瀬主嘉氏が、同日付で監査等委

員である取締役として就任いたしまいた。

② 責任限定契約の内容の概要

当社と各非業務執行取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める

最低責任限度額を限度としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で、当社及び当社の子会社の取締役及び監査役

（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第

430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保

険料は全額会社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任

を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ

とのある損害を当該保険契約により保険会社が塡補するものであり、１年

毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定してお

ります。
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④ 取締役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針

　当社は、2021年２月19日開催の取締役会において、取締役（監査等委

員である取締役を除く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等

の内容にかかる決定方針を決議しております。

　また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締

役社長が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っ

ているため、取締役会も当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等は決

定方針に沿うものであると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容は

次のとおりです。

ａ. 基本方針

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセン

ティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の

決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針

とする。

ｂ. 報酬等の構成

　当社の報酬等の構成は固定報酬を支給するものとし、固定報酬は

月例定額報酬、賞与及び役員退職慰労金により構成する。なお、月

例定額報酬、賞与とは前期の当社業績を勘案し決定したものをい

う。

ｃ. 個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又

は条件の決定に関する方針を含む）

　当社の取締役の固定報酬のうち月例定額報酬及び毎年６月に支給

する賞与については役位、職責、在任期間、常勤・非常勤の別に応

じて他社水準、前期の当社の業績、従業員給与の水準も考慮しなが

ら、総合的に勘案して決定するものとする。役員退職慰労金につい

ては役員退職慰労金支給規程に従い決定する。

ｄ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の報酬額については、株主総会の決議により承認された報

酬限度額の範囲内において、取締役会が代表取締役社長に各取締役

の月例定額報酬及び賞与の額の決定を一任する決議を行った上で代

表取締役社長が各取締役と協議を行い、当社の個人別の報酬等の額

の決定に関する方針に則り決定する。
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区 分 支給人員 支 給 額

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

11名
（1）

398百万円
（5）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

5
（4）

14
（14）

合 計
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

16
（5）

412
（19）

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 取締役の報酬等の総額には､使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません｡

２. 取締役の報酬限度額について、2025年６月26日開催の第33回定時株主総会にて、取締

役（監査等委員を除く）は年額500百万円以内（ただし、使用人分給与は含まな

い。）、2016年６月28日開催の第24回定時株主総会にて、取締役（監査等委員）につ

いて年額50百万円以内と決議いただいております。なお、決議された当時の員数は、

取締役（監査等委員を除く）11名、取締役（監査等委員）３名であります。

３. 当事業年度においては、2025年６月26日開催の取締役会にて代表取締役社長荒牧杉夫

氏に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしておりま

す。その権限の内容は、各取締役の月例定額報酬及び賞与の額の決定であり、これら

の権限を委任した理由は、当社全体の状況を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代

表取締役社長が最も適しているからであります。
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⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・ 社外取締役大石歌織氏は、北浜法律事務所・外国法共同事業のパ

ートナーであります。当社は同事務所に、個別事案の法律事務を

委託しておりますが、その取引金額は僅少であり、特別の利害関

係を生じさせる重要性はありません。また、当社と株式会社

PALTAC及び東和薬品株式会社との間に特別な関係はありません。

・ 社外取締役（監査等委員）米津均氏は、米津税務会計事務所の所

長であります。当社と米津税務会計事務所との間に特別な関係は

ありません。

・ 社外取締役（監査等委員）石川宗隆氏は、税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ

総研の代表社員であります。当社と税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研と

の間に特別な関係はありません。

・ 社外取締役（監査等委員）廣瀬主嘉氏は、梅田中央法律事務所の

共同代表であります。当社と梅田中央法律事務所との間に特別な

関係はありません。

・ 社外取締役（監査等委員）柴田直子氏は、柴田直子公認会計士事

務所代表であります。当社と柴田直子公認会計士事務所との間に

特別な関係はありません。また、同氏は、中山福株式会社の社外

取締役及びローツェ株式会社の社外監査役であります。当社と中

山福株式会社及びローツェ株式会社との間に特別な関係はありま

せん。
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出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
大 石 歌 織

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いた
しました。
弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発
言を行っております。

社外取締役
(監査等委員)

米 津 　 均

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、また、
監査等委員会13回の全てに出席いたしました。
税理士としての専門的見地から、取締役会において、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発
言を行っております。また、監査等委員会において、委
員長として監査の方法及びその内容と監査結果について
の意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っ
ております。

社外取締役
(監査等委員)

石 川 宗 隆

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、また、
監査等委員会13回の全てに出席いたしました。
公認会計士としての専門的見地から、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており
ます。また、監査等委員会において、監査の方法及びそ
の内容と監査結果についての意見交換等、専門的見地か
ら適宜、必要な発言を行っております。

社外取締役
(監査等委員)

廣  瀬  主  嘉

2025年６月26日就任以降、当事業年度に開催された取締
役会10回の全てに、また、監査等委員会10回の全てに出
席いたしました。
弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための発言を行っておりま
す。また、監査等委員会において、監査の方法及びその
内容と監査結果についての意見交換等、専門的見地から
適宜、必要な発言を行っております。

社外取締役
(監査等委員)

柴　田　直　子

2025年６月26日就任以降、当事業年度に開催された取締
役会10回のうち９回に、また、監査等委員会10回のうち
９回に出席いたしました。
公認会計士としての専門的見地から、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており
ます。また、監査等委員会において、監査の方法及びそ
の内容と監査結果についての意見交換等、専門的見地か
ら適宜、必要な発言を行っております。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 26百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

26百万円

(4) 会計監査人の状況

① 名称　　　　　　　　　　太陽有限責任監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見

積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監

査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定め

る項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、

会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員

は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任し

た旨と解任の理由を報告いたします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

・「エスリードグループ行動規範」をはじめとするコンプライアンス体制

に関する規程を、法令・定款を遵守した行動をとるための規範とする。

・総務部はコンプライアンスに関する規程の社内への周知・徹底を継続的

に実施する。

・内部通報制度運用規程に則り、コンプライアンス上の疑義ある行為につ

いては総務部・内部監査室・外部法律事務所を窓口として情報を収集

し、取締役会及び監査等委員会へ報告のうえ適切に対処する。

・反社会的勢力による不当要求に対し、組織全体として毅然とした態度で

対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない体制を

整備する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役は、法令並びに定款及び社内規程に則り業務を行い、取締役会の

議事録は文書管理規程に基づき適切に作成・保管する。

・取締役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・経営目標と企業目的を踏まえ、リスク管理規程を制定する。

・リスク管理規程に則り、目標達成を脅かすリスクの特定・リスクの発生

可能性と経営に与えるインパクトの評価・リスク評価の結果に基づいて

リスクを軽減するために必要な施策を実施することによりリスク環境の

変化に迅速に対応する。

・リスク状況の監視及び対応は、リスク管理委員会が行う。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定を行う。その他必要

に応じて随時取締役会を開催する。

・取締役は、自己の所管する業務について、取締役会及び随時に他の取締

役に対して報告を実施する。

・日常の業務執行においては、組織規程、職務権限規程等に基づき権限の

委譲を実施し、効率的な業務遂行を実施する。
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⑤ 当社による子会社の管理体制、当社並びに親会社及び子会社からなる企

業集団における業務の適正を確保するための体制

１. 当社による子会社の管理体制

・内部統制システムの構築は当社グループ一体で実施し、当社グループの

業務の適正を確保する。

・子会社の取締役は、当社の取締役会に出席し、業務進捗状況・財務状況

その他の重要な情報について報告を行う。

・子会社損失の危険の管理についてはリスク管理規程に則り、当社グルー

プ一体でリスク管理を実施する。

・子会社の日常の業務執行においては、組織規程、職務権限規程等に基づ

き権限の委譲を実施し、効率的な業務遂行を実施する。

・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ

とを確保するために、｢エスリードグループ行動規範｣をはじめとするコ

ンプライアンス体制に関する規程に基づき、当社グループ一体での体制

整備を実施する。

・内部監査室は、子会社の内部監査を定期的に実施しコンプライアンス上

の問題点の有無及び業務の適切性の検証を行う。

２. 当社並びに親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を

確保するための体制

・親会社の取締役と当社の取締役は当社及び子会社の内部統制システムの

構築・運用状況について定期的に意見交換を行い、親会社及び子会社か

らなる企業集団における業務の適切性を確保する。

・支配株主と少数株主の利益が相反する重要な取引等については、取締役

会の諮問に基づき特別委員会が検証を行い取締役会に答申することで、

必要性・合理性・妥当性を確保する。

⑥ 監査等委員会の補助に関する体制

・監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人

を監査等委員会スタッフとして置くこととする。

・当該使用人の人事は監査等委員会の意見を尊重する。

・当該使用人は監査等委員会の指揮命令に従うものとし、取締役（監査等

委員である取締役を除く。）からの独立性を確保する。

⑦ 監査等委員会に報告するための体制

・内部通報制度運用規程に則り、当社グループにおけるコンプライアンス

上の疑義ある行為については、当社の監査等委員会へ報告するものとす

る。

・当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、監査
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等委員会に報告すべき事項を定めるとともに定められた報告事項以外に

ついても、必要な事項は随時報告する体制を整備する。

・内部通報制度運用規程に則り、報告をした者が監査等委員会へ報告をし

たことを理由として、いかなる不利益取扱も行わない。

⑧ 監査等委員である取締役の監査費用等に関する体制

・監査等委員である取締役がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行

に関するものに限る。）について、当社に対し、会社法第399条の２第

４項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは､審議の上、当該請求

に係る費用等が適切でない場合を除き､速やかに当該費用等を処理する｡

⑨ 監査等委員会の監査が効率的に行われるための体制

・必要に応じて当社グループの代表取締役・会計監査人・内部監査室は監

査等委員会との意見交換を実施する。

・監査等委員である取締役は、当社グループの重要な会議に必要に応じて

出席し、意思決定の過程及び業務執行状況について把握する。

・当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、監査等

委員会監査の実効性の確保に関する監査等委員会からの要望事項には、

速やかに対応する。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制

・財務報告の信頼性の確保及び、2006年６月に公布された金融商品取引法

第24条の４の４に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のた

め、代表取締役社長の指示のもと、内部統制システムの構築を行い、そ

の仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとと

もに、金融商品取引法及びその他関係法令等との適合性を確保する。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当連結会計年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概

要は以下のとおりであります。

① コンプライアンスに対する意識向上のため、社内研修の実施等により、

行動規範・内部通報制度運用規程等の周知徹底を図りました。

② リスク管理委員会を11回開催し、当社グループのリスクを包括的に管理

するとともに、当社グループ全体で共有しました。

③ 取締役会を13回開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項の決定並

びに各取締役の業務執行状況の監督を行いました。
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④ 当社の取締役がグループ各社の役員に就任し、グループ各社の取締役の

職務の執行が効率的に行われていることを監督しました。また、グルー

プ会社の取締役は定時取締役会に出席し、業務の進捗等の報告を行いま

した。

⑤ 監査等委員会を13回開催し、監査等委員会において定めた監査計画に基

づき監査を実施するとともに、各監査等委員は、取締役会への出席及び

会計監査人・取締役等との間で情報交換を行うことで、取締役の職務執

行及び内部統制の整備・運用状況の監査を実施しました。

⑥ 内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社・グループ各社及び財務報

告内部統制の評価に係る内部監査を実施しました。

(7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題の一つと位置付

け、業績推移や財務状況、今後の事業展開等を総合的に勘案しながら、企業

価値の向上に応じて配当総額を持続的に高めることを基本方針としておりま

す。

　上記方針に基づき、当期末の期末配当金につきましては、１株当たり135

円といたしました。これに中間配当金105円を含めた年間配当金は、１株当

たり240円となります。

(8) 会社の支配に関する基本方針

特記すべき事項はありません。

－ 23 －



（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

販 売 用 不 動 産

仕掛販売用不動産

そ の 他

固 定 資 産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無形固定資産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

254,764,144

17,400,390

1,560,759

111,523,208

116,611,146

7,668,639

13,737,726

8,314,188

1,765,035

2,040,677

3,374,789

1,042,760

31,900

59,024

225,758

5,197,779

622,195

1,072,421

3,503,162
　

流 動 負 債 52,622,028

支払手形及び買掛金 1,285,984

電 子 記 録 債 務 5,192,770

１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 600,000

短 期 借 入 金 2,656,840

１年内返済予定の長期借入金 34,147,886

リ ー ス 債 務 135,934

未 払 法 人 税 等 3,398,978

前 受 金 2,079,270

賞 与 引 当 金 271,985

そ の 他 2,852,380

固 定 負 債 134,330,015

社 債 800,000

長 期 借 入 金 131,475,737

リ ー ス 債 務 980,267

退職給付に係る負債 194,495

役員退職慰労引当金 248,375

資 産 除 去 債 務 23,320

そ の 他 607,819

負 債 合 計 186,952,043

純 資 産 の 部

株 主 資 本 81,264,112

資 本 金 1,983,000

資 本 剰 余 金 2,871,307

利 益 剰 余 金 76,475,971

自 己 株 式 △66,166

その他の包括利益累計額 285,714

その他有価証券評価差額金 285,714

純 資 産 合 計 81,549,827

資 産 合 計 268,501,871 負債・純資産合計 268,501,871

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 116,920,792

売 上 原 価 87,488,777

売 上 総 利 益 29,432,015

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,929,401

営 業 利 益 18,502,613

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 100,136

解 約 違 約 金 収 入 9,113

保 証 金 敷 引 収 入 130,729

助 成 金 収 入 22,139

受 取 保 険 金 136,337

受 取 事 務 手 数 料 91,280

そ の 他 101,921 591,657

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,345,279

支 払 手 数 料 336,065

そ の 他 17,673 2,699,019

経 常 利 益 16,395,251

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 2,714 2,714

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 16,392,536

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 5,479,041

法 人 税 等 調 整 額 △258,339 5,220,702

当 期 純 利 益 11,171,834

親会社株主に帰属する当期純利益 11,171,834

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 1,983,000 2,871,307 68,467,160 △65,690 73,255,778

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △3,163,023 △3,163,023

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

11,171,834 11,171,834

自 己 株 式 の 取 得 △475 △475

株主資本以外の項目の連結
会計年度変動額(純額 )

連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 － － 8,008,810 △475 8,008,334

当連結会計年度末残高 1,983,000 2,871,307 76,475,971 △66,166 81,264,112

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

その他の包括
利益累計額合計

当連結会計年度期首残高 204,644 204,644 73,460,423

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △3,163,023

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

11,171,834

自 己 株 式 の 取 得 △475

株主資本以外の項目の連結
会計年度変動額(純額 )

81,069 81,069 81,069

連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 81,069 81,069 8,089,404

当連結会計年度末残高 285,714 285,714 81,549,827

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況

・連結子会社の数 12社

・主要な連結子会社の名称 エスリード建物管理株式会社

エスリード賃貸株式会社

綜電株式会社

イー・エル建設株式会社

エスリードリアルティ株式会社

エスリードハウス株式会社

デジメーション株式会社

エスリードホテルマネジメント株式会社

エスリード・アセットマネジメント株式会社

エスリードアパートメント株式会社

Ｅクリーンアップ株式会社

南都ビルサービス株式会社

　なお、非連結子会社はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券

・その他有価証券

　市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）

　市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

ロ. 棚卸資産

・販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下による簿価切下げの方法により算定）

・仕掛販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下による簿価切下げの方法により算定）
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イ. 有形固定資産

　　（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

　ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物付属

設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附

属設備及び構築物については定額法を採用しておりま

す。

　また、連結子会社における機械装置については主に定

額法を採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっております。

ロ. 無形固定資産

　　（リース資産を除く）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

・ソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。

ハ. リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員への賞与支給に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。

ハ. 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

④ 収益及び費用の計上基準

イ. 不動産売上高 不動産販売事業においては、顧客と締結した不動産

売買契約に基づくマンション等の引渡を履行義務と

して識別していることから、マンション等を引き渡

した時点で収益を認識しております。

ロ. 不動産売上原価 プロジェクト単位別の個別原価計算（専有面積を基

準に販売物件単位に按分）を採用しております。
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棚卸資産評価損 210,000千円

販売用不動産 111,523,208千円

仕掛販売用不動産 116,611,146千円

ハ. 長期修理保証サービスに係る収益

履行義務が時の経過につれて充足されるため、保証

期間に応じて均等按分し、収益を認識しておりま

す。

⑤ のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、８年間にわたる均等償却を行っております。

⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ. 退職給付に係る負債の計上基準

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における

退職給付債務に基づき計上しております。

なお、退職給付に係る負債の計算には退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給

付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

ロ. 消費税等の会計処理 控除対象外消費税のうち、固定資産等に係るものは

投資その他の資産のその他に計上し（５年均等償

却）、棚卸資産等に係るものは発生年度の費用とし

て処理しております。

２. 会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であ

って、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次

のとおりであります。
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販売用不動産 73,423,080千円

仕掛販売用不動産 86,296,899千円

建物及び構築物 1,182,212千円

土地 2,194,375千円

有形固定資産のその他等 3,034,371千円

　計 166,130,939千円

短期借入金 1,600,000千円

１年内返済予定の長期借入金 33,742,886千円

長期借入金 119,199,187千円

　計 154,542,073千円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 3,638,325千円

売掛金 1,121,082千円

契約資産 439,677千円

　計 1,560,759千円

会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

　当社グループの保有する棚卸資産については、個別法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採用しております。連結会計年度末

における正味売却価額に基づき収益性が低下した場合に簿価の切下げを行い、当該切下げ

額を棚卸資産評価損として計上しております。

　当社グループの保有する棚卸資産は、主として不動産販売事業における新築マンション

プロジェクト及びその他の事業における中古マンションであり、正味売却価額の算定の基

礎となる個々の販売用不動産のプロジェクト計画を作成するに当たっては、物件の立地条

件、近隣の物件供給状況や賃料水準等、多くの要因を考慮しております。そのため、将来

の景気動向や不動産市況の悪化等によりその資産価値が著しく低下した場合、翌連結会計

年度の連結計算書類において、棚卸資産評価損の金額に重要な影響を与える可能性があり

ます。

３. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

(2) 担保資産に対応する債務

(4) 売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 15,465千株 －千株 －千株 15,465千株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 36千株 0千株 －千株 36千株

イ. 2025年５月９日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 1,542,940千円

・１株当たり配当額 100.0円

・基準日 2025年３月31日

・効力発生日 2025年６月27日

ロ. 2025年10月31日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 1,620,083千円

・１株当たり配当額 105.0円

・基準日 2025年９月30日

・効力発生日 2025年12月１日

2026年５月14日開催の取締役会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり

提案しております。

・配当金の総額 2,082,959千円

・１株当たり配当額 135.0円

・基準日 2026年３月31日

・効力発生日 2026年６月26日

４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の数に関する事項

（注） 自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

(4) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。
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５. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については主に短期的な預金等によっております。また、資

金調達については主として不動産販売事業における棚卸資産の取得を目的とし、金融機関

からの借入によっております。なお、デリバティブは、金利変動リスク軽減のための取引

に限定し、借入債務を伴わない取引は一切行わない方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。管理本部が定期的に

モニタリングするとともに、取引先別に残高及び期日を管理することで、リスク低減を図

っております。

　投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であります。これらは市場価格の

変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価を把握し、市況や

取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　営業債務である支払手形及び買掛金、並びに電子記録債務は主として３ヶ月以内の支払

期日であります。

　借入金及び社債については主として不動産販売事業における棚卸資産の取得を目的とし

た金融機関からの調達であり、資金調達に係る流動性リスク及び金利変動リスクに晒され

ております。流動性リスクに関しては、財務部において適時資金計画表を作成し、随時財

務部長に提出・報告されております。金利変動リスクに関しては、必要に応じてデリバテ

ィブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。デリバティブ取引（金利

スワップ取引）は市場金利の変動によるリスクを有しておりますが、取引の契約先がいず

れも大手金融機関であるため、契約不履行による信用リスクはほとんどないと認識してお

ります。なお、デリバティブ取引の執行・管理については取引権限及び取引限度額を定め

た社内規程に従い、資金担当部門が部門責任者の承認を得ており、多額の契約は取締役会

の承認を得て決定することになっております。

③金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2026年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれら

の差額については、次のとおりであります。
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連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

（1）投資有価証券

その他有価証券 619,115 619,115 －

　資産計 619,115 619,115 －

（1）社債（１年内償還予定を含
む）

1,400,000 1,384,176 △15,823

（2）長期借入金（１年内返済予
定を含む）

165,623,623 165,479,152 △144,470

　負債計 167,023,623 166,863,328 △160,294

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券 619,115 － － 619,115

（単位：千円）

（注１） 現金及び預金、売掛金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金等について

は、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載

を省略しております。

（注２） 非上場株式（連結貸借対照表計上額3,080千円）は、市場価格がなく、「（1）投資有

価証券　その他有価証券」には含めておりません。

（3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格に

より算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプッ

トを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察ができないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの

インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ

ベルに時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債（１年内償還予

定を含む）
－ 1,384,176 － 1,384,176

長期借入金（１年内

返済予定を含む）
－ 165,479,152 － 165,479,152

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている

ため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

社債（１年内償還予定を含む）

　社債の時価については、元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に想定される利率

で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金（１年内返済予定を含む）

　長期借入金のうち、変動金利によるものの時価は帳簿価額と近似していると考えられるた

め、当該帳簿価額によっています。また、固定金利のものについては、元利金の合計額を借

入期間に応じた利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類して

おります。
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連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

1,353,931 △15,457 1,338,474 2,208,966

売上区分
合計

不動産販売事業 その他事業 計

一時点で移転される

財及びサービス
84,236,839 16,257,380 100,494,220 100,494,220

一定の期間にわたり

移転される財及びサ

ービス

- 7,008,113 7,008,113 7,008,113

顧客との契約から生

じる収益
84,236,839 23,265,493 107,502,333 107,502,333

その他の収益 2,357,521 7,060,937 9,418,458 9,418,458

外部顧客への売上高 86,594,361 30,326,431 116,920,792 116,920,792

６. 賃貸等不動産に関する注記

当社グループは、大阪府その他の地域において､主として賃貸用マンション（土地を含

む）を所有しております。2026年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は

62,592千円（主要な賃貸収益は売上高に、主要な賃貸費用は売上原価に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び当連結会計年

度末の時価は、次のとおりであります。

（単位：千円）

（注１） 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除し

た金額であります。

（注２） 当連結会計年度増減額（△15,457千円）は、減価償却等による減少額（△15,457千円）

によるものであります。

（注３） 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定

した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

７．収益認識に関する注記

（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

（注）「その他事業」は、不動産賃貸事業、不動産管理事業、電力供給事業、建設・リフォーム

　　　事業、不動産の仲介・買取再販事業、戸建分譲事業、宿泊施設の運営・管理事業、不動産

　　　証券化事業及びマンション・ビルの清掃事業等を含んでおります。
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当連結会計年度

契約負債(期首残高)
　前受金

1,416,358

契約負債(期末残高)
　前受金

1,655,508

１年以内 1,351,150千円

１年超２年以内 74,760千円

２年超３年以内 63,875千円

３年超 165,722千円

(1) １株当たり純資産額 5,285円38銭

(2) １株当たり当期純利益 724円06銭

（2）「その他の収益」には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃

貸収入等が含まれております。

（3）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１.連結計算書類作

成のための基本となる重要な事項(4)会計方針に関する事項 ④収益及び費用の計上基準」

に記載のとおりであります。

（4）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①契約資産及び契約負債の残高等　　　　　　　　　　　　　 　　　　（単位：千円）

　契約負債は、主にマンション棟の不動産売買契約に基づいて、顧客から受け取った手

付金等の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩され

ます。

　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額

は、1,098,751千円であります。

②残存履行義務に配分した取引価格

８.１株当たり情報に関する注記

９.重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

販 売 用 不 動 産

仕掛販売用不動産

販売用不動産前渡金

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有形固定資産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無形固定資産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

リ ー ス 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他
　

235,327,822

11,171,659

418,217

101,981,381

114,843,877

941,180

605,405

5,366,101

5,596,447

3,331,245

827,125

195,239

0

12,152

2,264,827

31,900

47,571

29,099

9,683

8,788

2,217,631

622,195

270,000

3,846

155,316

516,058

530,536

119,677
　

流 動 負 債 47,553,773
電 子 記 録 債 務 5,192,770
買 掛 金 332,613
１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 600,000
短 期 借 入 金 2,600,000
１年内返済予定の長期借入金 33,356,306
リ ー ス 債 務 5,697
未 払 金 1,663,940
未 払 法 人 税 等 2,037,973
前 受 金 1,130,221
賞 与 引 当 金 177,226
そ の 他 457,023

固 定 負 債 127,950,518
社 債 800,000
長 期 借 入 金 126,162,793
リ ー ス 債 務 3,969
退職給付引当金 137,810
役員退職慰労引当金 248,375
そ の 他 597,570
負 債 合 計 175,504,291

純 資 産 の 部
株 主 資 本 65,134,263
資 本 金 1,983,000
資 本 剰 余 金 2,871,307
資 本 準 備 金 2,870,350
その他資本剰余金 957

利 益 剰 余 金 60,346,122
利 益 準 備 金 31,593
その他利益剰余金 60,314,529

別 途 積 立 金 50,500,000
繰越利益剰余金 9,814,529

自 己 株 式 △66,166
評価・換算差額等 285,714
その他有価証券評価差額金 285,714

純 資 産 合 計 65,419,978

資 産 合 計 240,924,270 負債・純資産合計 240,924,270

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高

不 動 産 売 上 高 84,223,147

そ の 他 事 業 収 入 4,396,169 88,619,317

売 上 原 価

不 動 産 売 上 原 価 64,829,489

そ の 他 事 業 原 価 580,814 65,410,304

売 上 総 利 益 23,209,012

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,230,866

営 業 利 益 12,978,146

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,059,635

解 約 違 約 金 収 入 8,948

保 証 金 敷 引 収 入 21,542

受 取 事 務 手 数 料 32,695

受 取 賃 貸 料 59,121

そ の 他 52,504 1,234,447

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,173,577

支 払 手 数 料 336,065

そ の 他 15,230 2,524,873

経 常 利 益 11,687,720

税 引 前 当 期 純 利 益 11,687,720

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,362,234

法 人 税 等 調 整 額 △128,152 3,234,082

当 期 純 利 益 8,453,637

損　益　計　算　書

（注）記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,983,000 2,870,350 957 2,871,307 31,593 46,500,000 8,523,915 55,055,508

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 4,000,000 △4,000,000 －

剰 余 金 の 配 当 △3,163,023 △3,163,023

当 期 純 利 益 8,453,637 8,453,637

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額

（純額）

事業年度中の変動額合計 － － － － － 4,000,000 1,290,613 5,290,613

当 期 末 残 高 1,983,000 2,870,350 957 2,871,307 31,593 50,500,000 9,814,529 60,346,122

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △65,690 59,844,125 204,644 204,644 60,048,770

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 － －

剰 余 金 の 配 当 △3,163,023 △3,163,023

当 期 純 利 益 8,453,637 8,453,637

自己株式の取得 △475 △475 △475

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額

（純額）
81,069 81,069 81,069

事業年度中の変動額合計 △475 5,290,138 81,069 81,069 5,371,208

当 期 末 残 高 △66,166 65,134,263 285,714 285,714 65,419,978

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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① 有形固定資産

　　（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構

築物については、定額法によっております。

個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

イ.関係会社株式 移動平均法による原価法

ロ.その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

② 棚卸資産

イ.販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下による簿価切下げの方法により算定）

ロ.仕掛販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下による簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

② 無形固定資産

　　（リース資産を除く）

・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

③ リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員への賞与支給に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。
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棚卸資産評価損 210,000千円

販売用不動産 101,981,381千円

仕掛販売用不動産 114,843,877千円

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務に基づき計上しております。

④ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく

期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

　消費税等の会計処理 控除対象外消費税のうち、固定資産等に係るものは

投資その他の資産の長期前払費用に計上し（５年均

等償却）、棚卸資産等に係るものは発生年度の費用

として処理しております。

　(5) 収益及び費用の計上基準

①不動産売上高 不動産販売事業においては、顧客と締結した不動産

売買契約に基づくマンション等の引渡を履行義務と

して識別していることから、マンション等を引き渡

した時点で収益を認識しております。

②不動産売上原価 プロジェクト単位別の個別原価計算（専有面積を基

準に販売物件単位に按分）を採用しております。

２. 会計上の見積りに関する注記

　　　　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌

　　　事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりでありま

　　　す。

　　　　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

　　　当社の保有する棚卸資産については、個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

　　　下による簿価切下げの方法により算定）を採用しております。事業年度末における正味売

　　　却価額に基づき収益性が低下した場合に簿価の切下げを行い、当該切下げ額を棚卸資産評

　　　価損として計上しております。

　　　　当社の保有する棚卸資産は、主として不動産販売事業における新築マンションプロジェ

　　　クトであり、正味売却価額の算定の基礎となる個々の販売用不動産のプロジェクト計画を

　　　作成するに当たっては、物件の立地条件、近隣の物件供給状況や賃料水準等、多くの要因

　　　を考慮しております。そのため、将来の景気動向や不動産市況の悪化等によりその資産価

　　　値が著しく低下した場合、翌事業年度の計算書類において、棚卸資産評価損の金額に重要

　　　な影響を与える可能性があります。
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販売用不動産 72,284,329千円

仕掛販売用不動産 86,296,899千円

建物 450,944千円

構築物 8,169千円

工具、器具及び備品 224千円

土地 1,258,748千円

計 160,299,316千円

短期借入金 1,600,000千円

１年内返済予定の長期借入金 33,356,306千円

長期借入金 114,218,293千円

　計 149,174,599千円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 1,661,063千円

エスリード賃貸株式会社 404,152千円

エスリードリアルティ株式会社 1,339,550千円

　計 1,743,702千円

① 短期金銭債権 139,528千円

② 短期金銭債務 345,559千円

３. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

(2) 担保資産に対応する債務

(4) 保証債務

以下の連結子会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

(5) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
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① 営業取引高 4,333,660千円

② 営業取引以外の取引高 1,074,367千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 36千株 0千株 －千株 36千株

繰延税金資産

未払事業税 115,866千円

賞与引当金 55,826千円

退職給付引当金 43,410千円

役員退職慰労引当金 78,238千円

会員権評価損 26,737千円

投資有価証券評価損 17,965千円

減損損失 13,867千円

その他 310,011千円

繰延税金資産合計 661,923千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △131,387千円

繰延税金負債合計 △131,387千円

繰延税金資産の純額 530,536千円

(6) 取締役に対する金銭債権及び金銭債務

　　該当事項はありません。

４. 損益計算書に関する注記

 関係会社との取引高

５. 株主資本等変動計算書に関する注記

 自己株式の数に関する事項

（注）　自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

６. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種類 会社等の名称
議決権等の所有

(被所有)割合
関連当事者との関係 取引内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

親会社
森トラスト

株式会社

被所有

直接

53.91％

親会社

役員の兼任

不動産の

売却

1,940,000

(注)
－ －

種類 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者との関係 取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社

エスリード
賃貸㈱

所有
直接
100%

債務保証
役員の兼任

債務保証
     (注)

404,152

－ －

保証料の受入

     (注)
205

エスリード
リアルティ

㈱

所有
直接
100%

債務保証
役員の兼任

債務保証
     (注)

1,339,550

－ －

保証料の受入

      (注)
2,337

７. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当

該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引条件と同様の条件により決定して

おります。

(2) 子会社等

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注）子会社の銀行借入につき、債務保証を行ったものであり、年率0.05%の保証料を受

領しております。なお、取引金額には保証債務の期末残高を記載しております。

(3) 兄弟会社等

　該当事項はありません。
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種類

会社等

の名称

又は氏

名

所在地

資本金又

は出資金

(千円)

事業

の内

容又

は職

業

議決権

等所有

（被所

有）割

合

関連

当事

者と

の関

係

取

引

の

内

容

取引金額

(千円)

科

目

期末残高

(千円)

親会社

の役員

及びそ

の近親

者が議

決権の

過半数

を自己

の計算

におい

て所有

してい

る会社

株式会

社ＭＡ

プラッ

トフォ

ーム

(注)１

東京都

港区
40,000

リゾ

ート

開発

事

業・

投資

事業

－ －

不

動

産

の

売

却

2,400,000

(注)２
－ －

売上区分
合計

不動産販売事業 その他事業 計

一時点で移転される

財およびサービス
84,251,956 97,131 84,349,088 84,349,088

一定の期間にわたり

移転される財及びサ

ービス

- - - -

顧客との契約から生

じる収益
84,251,956 97,131 84,349,088 84,349,088

その他の収益 4,104,305 165,922 4,270,228 4,270,228

外部顧客への売上高 88,356,262 263,054 88,619,317 88,619,317

(4)役員及び個人主要株主等

(注)１.当社の親会社にあたる株式会社森トラスト・ホールディングスの会長森章氏が議決権

の100%を保有しています。

２.取引条件及び取引条件の決定方針等は、取引に係る条件につき市場価格その他当該取

引に係る公正な価格を勘案して両社協議の上、決定しております。

８．収益認識に関する注記

（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報                           （単位：千円）

（注）「その他事業」の区分は、不動産販売事業に含まれない事業であります。
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当事業年度

契約負債(期首残高)
　前受金

　874,479

契約負債(期末残高)
　前受金

　1,079,406

１年以内 1,079,406千円

(1) １株当たり純資産額 4,239円98銭

(2) １株当たり当期純利益 547円89銭

（2）「その他の収益」には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく賃

貸収入等が含まれております。

（3）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１.重要な会計方針

に係る事項に関する注記（5）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（4）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

　　①契約資産及び契約負債の残高等　　　　　　　　　　　　　 　　　　（単位：千円）

　　　契約負債は、主にマンション棟の不動産売買契約に基づいて、顧客から受け取った手付金

等の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

　　　当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、

874,479千円であります。

　　②残存履行義務に配分した取引価格

９.１株当たり情報に関する注記

１０. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

１１. 連結配当規制適用会社に関する注記

　該当事項はありません。

１２.その他の注記

　該当事項はありません。
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指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 沖 聡

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 戸 田 圭 亮

独立監査人の監査報告書

2026年５月13日

エスリード株式会社

取締役会　御中

太陽有限責任監査法人

大阪事務所

　

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、エスリード株式会

社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書

類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算

書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、エスリード株式会社及び連結子

会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況

を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計

算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我

が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表

監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監

査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容

は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明する

ものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通

読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法

人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ

と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに

は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが

含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連

結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計

算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
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な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意

見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性

があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する

ためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ

るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す

ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でな

い場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら

れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな

くなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注

記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類

が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財

務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類

の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、

監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを

適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計

士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 沖 聡

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 戸 田 圭 亮

独立監査人の監査報告書

2026年５月13日

エスリード株式会社

取締役会　御中

太陽有限責任監査法人

大阪事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、エスリード

株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第34期事業年度の計算

書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査

を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び

損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書

類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監

査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の

責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも

のではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が

監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ

るかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
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保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ

た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である

かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる

かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ

と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合

は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる

可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記

事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、

監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見

事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業

倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると

合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを

適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第34期事業年度における取締

役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたしま

す。

１. 監査の方法及びその内容
　 　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する

　 取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ

　 ム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告

　 を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実

　 施いたしました。

①監査等委員会が定めた監査等委員会規程等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分

　担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使

　用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、

　重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会

　社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必

　要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

　検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要

　に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる

　ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査

　に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

　け、必要に応じて説明を求めました。

　　 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類

　 （貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明

　 細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計

　 算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告書　謄本
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２. 監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

　　　 ているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

　　　 事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また､

　　　 当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい

　　　 ても、指摘すべき事項は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　　　 会計監査人「太陽有限責任監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認め

　　　 ます。

（3） 連結計算書類の監査結果

　　　　 会計監査人「太陽有限責任監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認め

　　　 ます。

2026年５月14日

エスリード株式会社　監査等委員会

監査等委員　　米 津　　均 ㊞

監査等委員　　石 川 宗 隆 ㊞

監査等委員　　廣 瀬 主 嘉 ㊞

監査等委員　　柴 田 直 子 ㊞

（注）監査等委員米津均、石川宗隆、廣瀬主嘉及び柴田直子は、会社法第２条第15号及び

第331条第６項に規定する社外取締役であります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

１

あら

荒

 

　
まき

牧

 

　
すぎ

杉

 

　
お

夫
(1956年８月29日生)

1979年４月 大京観光株式会社（現株式会社

大京）入社

1992年５月 当社設立　代表取締役社長(現任)

309,406株

（取締役候補者とした理由）
　当社の創業者であり長年にわたり代表取締役として、当社の経営を統括しております。豊富な

経験と実績に基づく強いリーダーシップと決断力により、会社の発展に貢献して参りました。
今後の持続的な企業価値向上、ガバナンスの強化のために、引き続き取締役としての選任をお
願いするものであります。

２

と

戸

 

　
い

井

 

　
こう

幸

 

　
じ

治
(1973年３月30日生)

1997年３月 当社入社

2015年４月 当社事業第一部長

2016年４月 当社事業本部長

2016年６月 当社取締役事業本部長

2019年６月 当社常務取締役事業本部長

2023年６月 当社専務取締役事業本部長（現任）

11,500株

（取締役候補者とした理由）
　専務取締役事業本部長として、主に不動産販売事業における不動産の仕入・開発部門を統括し

ており、当社の事業に対する高い見識と実績を備えております。今後の持続的な企業価値向
上、ガバナンスの強化のために、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

３

おお

大

 

　
ば

場

 

　
たけ

健

 

　
お

夫
(1973年７月21日生)

1997年３月 当社入社

2008年４月 当社営業第四部長

2012年６月 当社取締役営業第四部長

2017年４月 当社取締役営業本部長

2017年６月 当社常務取締役営業本部長

2019年６月 当社専務取締役営業本部長（現任）

14,800株

（取締役候補者とした理由）
　専務取締役営業本部長として、主に不動産販売事業における営業部門を統括しており、当社の

事業に対する高い見識と実績を備えております。今後の持続的な企業価値向上、ガバナンスの
強化のために、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

株主総会参考書類

議案及び参考事項
　第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
　　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）
　全員（11名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　　つきましては、取締役10名の選任をお願いするものであります。
　　なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補
　者について適任であると判断しております。
　　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位、担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

株 式 の 数

４

ふじ

藤

 

　
の

野

 

　
まさ

正

 

　
あき

明
(1963年６月５日生)

1982年４月 大阪ガス株式会社入社

2019年４月 綜電株式会社代表取締役社長

2021年４月 エスリード建物管理株式会社代表

取締役社長（現任）

2022年６月　当社取締役

2024年６月　当社常務取締役（現任）

172株

（重要な兼職の状況）

エスリード建物管理株式会社代表取締役社長

（取締役候補者とした理由）
　当社の主要な子会社での代表取締役として、手腕を発揮して参りました。今後の持続的な企業

価値向上、ガバナンスの強化のために、引き続き取締役としての選任をお願いするものであり
ます。

５
まい

毎

 

　
くま

熊

 

　
まさ

正

 

　
のり

徳
(1966年２月12日生)

2015年11月 当社入社

2016年４月 当社事業部長

2018年10月 当社事業部長兼名古屋支店長

2019年６月 当社取締役事業副本部長兼名古屋

支店長

2023年６月 当社常務取締役事業副本部長兼名

古屋支店長

2024年４月 当社常務取締役事業副本部長(現

任)

2,900株

（取締役候補者とした理由）
　常務取締役事業副本部長として、不動産の仕入・開発において当社の発展に多大な貢献をして

参りました。今後の持続的な企業価値向上、ガバナンスの強化のために、引き続き取締役とし
ての選任をお願いするものであります。

６

お

小

 

　
ぐら

倉

 

　
だい

大

 

　
すけ

輔
(1974年４月28日生)

1997年３月 当社入社

2016年４月 当社営業第四部長

2019年６月 当社取締役営業副本部長（現任）

9,330株

（取締役候補者とした理由）
　取締役営業副本部長として、主に不動産販売事業における営業部門を統括しており、当社の売

上・利益に貢献して参りました。今後の持続的な企業価値向上、ガバナンスの強化のために、
引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

７

おお

大

 

　
しろ

城

 

　
もと

元

 

　
き

樹
(1981年10月７日生)

2005年４月 当社入社

2016年４月 当社営業第五部長

2019年６月 当社取締役営業副本部長（現任）

4,100株

（取締役候補者とした理由）
　取締役営業副本部長として、主に不動産販売事業における営業部門を統括しており、当社の売

上・利益に貢献して参りました。今後の持続的な企業価値向上、ガバナンスの強化のために、
引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者

番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、当社における地位、担当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

株 式 の 数

８

な

名

 

　
くら

倉

 

　

 

　

 

　
こう

功
(1966年７月８日生)

1990年４月 株式会社住友銀行（現株式会社

三井住友銀行）入行

2020年５月 当社出向

2021年４月 当社入社　事業部長

2021年６月 当社取締役事業副本部長（現任）

1,000株

（取締役候補者とした理由）
　取締役事業副本部長として、不動産の仕入・開発において当社の発展に多大な貢献をして参り

ました。今後の持続的な企業価値向上、ガバナンスの強化のために、引き続き取締役としての
選任をお願いするものであります。

９

はん

半

 

　
だ

田

 

　
とも

智

 

　
ゆき

之
(1965年10月20日生)

1988年４月 森ビル株式会社入社

2010年５月 森トラスト株式会社ビル営業部営

業第１部部長

2012年４月 同社大阪支店長

2012年６月 当社取締役（現任）

2013年７月 森トラスト株式会社執行役員大阪

支店長

2019年７月 森トラスト株式会社常務執行役員

（現任）

　　－株

（重要な兼職の状況）

森トラスト株式会社常務執行役員

（取締役候補者とした理由）
　不動産業に長年携わった経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言を頂けるもの

と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。

１０

おお

大

 

　
いし

石

 

　
か

歌

 

　
おり

織
(1977年４月21日生)

2001年10月 弁護士登録

2001年10月 北浜法律事務所(現北浜法律事務

所・外国法共同事業）入所

2013年１月 同事務所パートナー（現任）

2017年６月 株式会社PALTAC社外取締役（現

任）

2020年６月 東和薬品株式会社社外取締役（監

査等委員）（現任）

2024年６月　当社社外取締役（現任）

　　－株

（重要な兼職の状況）

北浜法律事務所・外国法共同事業パートナー

株式会社PALTAC社外取締役

東和薬品株式会社社外取締役（監査等委員）

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）

　社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として

　豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、中立的な立場から

　客観的な意見を述べ、取締役としての職責を適切に遂行できるものと期待し、引き続き社外

取締役としての選任をお願いするものであります。
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（注)  １. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　 ２．大石歌織氏は、社外取締役候補者であります。

 ３. 当社は半田智之氏及び大石歌織氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づ

く損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており

ます。なお､両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定でありま

す。

 ４. 半田智之氏は、前記「略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）」に記

載のとおり、現に当社の親会社である森トラスト株式会社の業務執行者であり、か

つ、過去10年間においても業務執行者でありました。

 ５. 大石歌織氏は、北浜法律事務所・外国法共同事業のパートナーであり、当社は同事

務所に個別事案の法律事務を委託していますが、当社第34期事業年度における同事務

所に対する支払報酬の総額は同事務所の年間総収入額の２％以上には相当しないた

め、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の再任が承

認された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

 ６．大石歌織氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、その在任期間は本総会終結

の時をもって２年となります。

 ７. 当社は､保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「２.(３).③役員等賠

償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認さ

れますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

１
よね

米　
つ

津

 

　　　
ひとし

均
(1957年８月13日生)

1994年７月　中央労務事務所入所事務長

2003年４月　中央労務事務所退所

2004年10月　有限会社ワイズコンサルタンツ取

　　　　　　締役就任（現任）

2008年９月　税理士登録

　　　　　　米津税務会計事務所所長（現任）

2016年６月　当社社外取締役（監査等委員）

　　　　　　（現任）

（重要な兼職の状況）

米津税務会計事務所所長

1,700株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

税理士として財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、中立的な立場から

客観的な意見を述べ、監査等委員としての職責を適切に遂行できるものと期待し、引き続き監

査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものであります。

２
いし

石　
かわ

川　
むね

宗　
たか

隆
(1972年８月９日生)

1999年10月 太田昭和監査法人（現ＥＹ新

日本有限責任監査法人）入所

2007年２月 監査法人トーマツ（現有限責

任監査法人トーマツ）入所

2011年10月 税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研入所

2022年６月 当社社外取締役（監査等委員）

（現任）

2022年12月 税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研代表社

員就任（現任）

（重要な兼職の状況）

税理士法人Ｓ．Ｔ．Ｍ総研代表社員

 －株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士とし

て培われた高度な専門的知識と幅広い見識を有しており、中立的な立場から客観的な意見を述

べ、監査等委員としての職責を適切に遂行できるものと期待し、引き続き監査等委員である社

外取締役としての選任をお願いするものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　　監査等委員である取締役米津均氏、石川宗隆氏及び廣瀬主嘉氏は、本総会
　　終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である
　　取締役３名の選任をお願いするものであります。
　　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

３
ひろ

廣　
せ

瀬　
かず

主　
よし

嘉
(1973年３月５日生)

2004年10月 弁護士登録

2004年10月 関西法律特許事務所（現弁護士法

人関西法律特許事務所）入所

2016年４月 梅田中央法律事務所共同代表（現

任）

2025年６月　当社社外取締役（監査等委員）

　　　　　　（現任）

（重要な兼職の状況）

梅田中央法律事務所共同代表

－株

（監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）

これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と幅広い

見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、中立的な立場から客観的な意見を述べ、

監査等委員としての職責を適切に遂行できるものと期待し、引き続き監査等委員である社外取

締役としての選任をお願いするものであります。

　　 （注) １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．米津均氏、石川宗隆氏及び廣瀬主嘉氏は、監査等委員である社外取締役候補者

　　であります。

３．当社は各候補者との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条

第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害

賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としておりま

す。なお、各氏の再任が承認された場合は、同様の契約を継続する予定であり

ます。

４．米津均氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、在任期

　　間は、本総会終結の時をもって10年となります。

５．石川宗隆氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、在任

　　期間は、本総会終結の時をもって４年となります。

６．廣瀬主嘉氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、在任

　　期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

７．当社は、米津均氏、石川宗隆氏及び廣瀬主嘉氏を東京証券取引所に独立役員と

　　して届け出ており、各氏が再任された場合は、改めて各氏を独立役員として届

　　け出る予定であります。

８．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任

保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「２.

(３).③役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。監査等

委員である取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に

含められることとなります。
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　　また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しておりま

す。

氏 名 略 歴

いの

井　
うえ

上　
ゆう

祐　
ぞう

造

2005年６月　当社取締役

2012年６月　当社常務取締役

2017年６月 当社専務取締役（現任）

第３号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職

慰労金贈呈の件

　　本総会終結の時をもって任期満了により退任されます取締役井上祐造氏に

　対し、在任中の功労に報いるため､当社における一定の基準に従い､相当額の

　範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

　　なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いた

　いと存じます。

　　本議案は、当社において予め取締役会で定められた取締役の個人別の報酬

　等にかかる決定方針に沿って取締役会で決定しており、相当であると判断し

　ております。

　　また、本議案に関しましては、当社の監査等委員会において検討がなされ

　ましたが、意見はございませんでした。

　　当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は、事業報告15ペ

　ージから16ページに記載のとおりであります。

　　退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の略歴は、次のとおりで

　あります。

以　上
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徒 歩：ＪＲ環状線「桜ノ宮駅」西出口より約５分
ＪＲ東西線「大阪天満宮駅」より約10分
OsakaMetro・堺筋線・谷町線「南森町駅」より約12分
OsakaMetro・堺筋線・「扇町駅」より約10分

車 ：梅田より約10分　新大阪より約15分
阪神高速守口線　扇町出口・南森町出口より約５分

シャトルバス：シャトルバスの詳細につきましては、帝国ホテル大阪ウェブサイトを
ご覧ください。

株主総会にご出席の株主様への記念品はとりやめとさせていただいて 
おります。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

株主総会会場ご案内図
会場　大阪市北区天満橋一丁目８番50号

帝国ホテル大阪　５階　吉野の間
電話　06（6881）1111（代表）

大阪
梅田

京橋

南森町
出口

ホテル
玄関

桜広場出入口

川側遊歩道
出入口

水上バス
OAP港

遊歩道

大川

森之宮
出口

法円坂出口

北浜出口

（奈良方面より）

大阪国際空港・
池田・豊中方面より

）（

）（

関西国際空港方面
湾岸線・神戸線経由

シャトルバス乗り場

帝国ホテル 大阪

新
大
阪

阪神電車

西九条 扇町

天満 桜ノ宮

南森町

大阪天満宮

大阪造幣局

大阪城

国道1号線

京阪電車

JR東西線

阪神高速東大阪線

大川

ユニバーサル
シティ

国道2号線
JR東西線

阪神高速環状線

土佐堀通

本町通

阪神高速東大阪線

JR
神
戸
線

JR
京
都
線

阪
神
高
速
環
状
線

Osaka
Metro

Osaka
Metro

Osaka
Metro

御
堂
筋
線

堺
筋
線

谷
町
線

JR
大
阪
環
状
線

阪
急
電
車

阪
神
高
速

守
口
線

御
堂
筋

天
満
橋
筋

谷
町
筋

堺
筋

交通のご案内

お　 願　 い

当日は駐車場が混雑する可能性がありますので、お車でのご来場は極力ご遠慮願います。


